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水道法改正までの経緯（～S52）

昭和32年 ： 水道法制定

昭和41年 ： 公害審議会水道部会は、「水道の広域化方策と水道の経営特に経営方式
に関する答申」を提出、広域化への基本的考え方を提示

昭和42年 ： 水道広域化に対する補助制度開始

昭和46年 ： 生活環境審議会水道部会は広域水道圏の実現化方策を含む「水道の未来
像とそのアプローチ方策に関する中間答申」を提出

昭和48年 ： 生活環境審議会は、新しい理念に即応した広域水道圏の設定を含む「水
道の未来像とそのアプローチ方策に関する答申」を提出

昭和52年 ： 水道法改正（広域的水道整備計画の位置付け）

近年の動き（水道ビジョン以前）
昭和59年 ： 生活環境審議会答申(高普及時代を迎えた水道行政の今後の方策について)

→経営基盤の強化と維持管理体制の充実
平成11年 ： 水道基本問題検討会→経営形態の多様化、財政支援
平成13年 ： 水道法改正により、事業統合に際しての手続きの簡素化
平成15年 ： 市町村合併に伴う水道事業統合の手引き

近年の動き（水道ビジョン以降）
平成17年 ： 簡易水道の経営統合補助（遠方監視システム）

（新たな概念による水道広域化検討委員会）
平成18年 ： 簡易水道再編推進事業の補助要件緩和

（統合先の上水道事業の規模5万人未満を廃止）
平成19年 ： 簡易水道国庫補助制度の見直し

簡易水道統合計画の作成（生活基盤近代化事業費の適用）
平成19年 ： 簡易水道の固定資産台帳作成等に一般会計からの繰り入れ（交付税措置）

出典：厚生労働省健康局水道課

水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか

○水道の広域化・統合の検討経緯
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都道府県の

推進方策

神奈川県
（今後の水道事業の在り方を考える懇話会） H18.1設置(日本水道新聞2006.8.21）

経営課題を明らかにし、広域化と効率化のあり方について、中長期的な視点から検討を行う。

埼玉県

（県内水道経営検討委員会） H17.7設置 （日本水道新聞 2006.8.21）

県内の水道事業が抱える課題を多角的に検討し、県内水道の目指すべき方向を検討
千葉県

（埼玉県水道広域化研究会） H18年度設置 （日本水道新聞 2006.8.21）

県と事業体が広域化に対する認識を共有ために設置。県内を数ブロックに区分して現状と課
題、今後のあり方を検討する予定

大阪府

（新たな水道広域化調査） H19予定 （日本水道聞2007.2.26 ）
垂直統合、水平統合などの数ケースを比較したうえで、府域水道の姿を検討、併せて水質管
理や運転管理、営業サービスなどの業務ごとの連携可能性についても検討

水道事業者

の取り組み 沖縄県
11事業体のPIまとめる／日水協沖縄県支部

日本水道協会沖縄県支部は、沖縄県企業局など県内11事業体の業務指標を算定、『沖縄県
の水道サービス評価』として発刊。今後、地域水道ビジョン策定に向けた基礎資料として活用し
ていく。（水道産業新聞 2006.10.30）

小規模自治体の連携（ソフト統合）

岩手紫波地区水道事業協議会（１市５町１村）では、相互の連携により職員研修を実施、また
共同作業として経理基準を作成。地域水道ビジョン作成の基盤作りの取り組み。
（水道協会雑誌第868号, 2007.1）

岩手県

○都道府県・水道事業者の広域化・統合等の取り組み事例

多摩水道で新経営モデルを構築

「多摩地区水道経営改善基本計画」に基づき、事務委託の解消や３セクを活用した執行体制を
構築。2006年6月には、活動拠点となる多摩水道立川庁舎が完成

東京都

水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか
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新たな水道広域化推進事業調査（厚生労働省）

• 新たな水道広域化推進事業調査委員会（委員長：藤田賢二 東京大学名誉教授）におい
て検討中

• モデル地域のケーススタディにおける検討を通じて得られた現状分析方法や実施のため
の手順、利点、課題、解決方法をとりまとめる。

• モデル地域の検討（続き）

• 「水道整備基本構想」、「広域的水道整備計画」の作成要領を改正中
（地域水道ビジョンとして作成・公表）…現在のところ、都道府県の地域
水道ビジョンは福島県のみ

平成18年度

モデル地域における広域化のあり方を模索

平成16年度 アンケート調査によるケーススタディ地域の選定やケーススタディ内容の検討

平成17年度

「新たな水道広域化の手引き」の作成・公表平成19年度

• 小規模水道の運営管理に関する検討

水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか



50

水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか

新たな水道広域化の概念図（平成１６年６月 水道ビジョンより）

広域的な
事業統合

（施設の一体化）

広域的な広域的な
事業統合事業統合

（施設の一体化）（施設の一体化）

経営の一体化経営の一体化経営の一体化

管理の一体化管理の一体化管理の一体化

施設の共同化
（水質試験センター、広域連絡管・緊急時連絡管等）

施設の共同化施設の共同化
（（水質試験センター、広域連絡管・緊急時連絡管等）水質試験センター、広域連絡管・緊急時連絡管等）

従来の広域化の
イメージ

広域化の
イメージ概念を

広げることが必要
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水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか

○新たな広域化（業務の共同化）の実施状況（アンケート結果）

出典：厚生労働省健康局水道課

100.047合計

42.6202 図られていない

57.4271 図られている

比率(%)回答件数回答

表 各都道府県管内において、水道事業の業務の共同化
が図られている水道事業が存在するか否か

表　業務の共同化のイメージ

番号 共同化のイメージ 想定できる形態

7 その他、業務の共同化に該当するもの

5

6

1

2

3

4

業　務　項　目

営業業務

管路管理業務

管路図面等の整備

事故受付の対応

・システム開発、データ更新委託などの共同発注
・データ更新業務は、直営、または代表者による実施

浄水場、ポンプ場、配水池ほか
水道施設の巡視点検業務

浄水場、ポンプ場、配水池ほか
水道施設の運転管理業務

遠隔監視、操作設備の整備
運転管理業務の一元（集中）化

・事業体代表者（直営職員）による事故情報一括受付
・事故受付業務の共同委託

・備蓄資材センターの設置
・協定などによる共同購入、分割保管
・協定により必要資材を適宜融通

適正な管理拠点の設定
点検業務（漏水調査含む）の一元化

・事業体代表者による施設点検管理一元化（第三者委託も考慮）
・施設点検管理の共同委託化（民間への第三者委託も考慮）

・第三者委託（各事業体代表者）による運転管理一元化
・運転管理の共同委託化（民間への第三者委託含む）

事故受付拠点の集約
初期対応の一元化

水質検査業務
・共同水質検査センター設置
・共同検査体制構築（各事業体から職員派遣）

共同水質検査センター、測定機器の整備
水質検査の一元化

その他業務

緊急用資材等の融通、共同購入など
資材等共同購入、共同管理による
費用低減化
資材融通の協定書

・職員直営（各事業体から職員派遣）
・窓口（受付）業務の共同委託
・給水装置にかかる技術業務の共同第三者委託（各事業体代表者）

給水契約、
検針・収納、
給水装置

広域サービスセンターの設置
検針・収納関係窓口の一元化
給水装置の受付窓口の一元化

マッピングシステム共同構築
図面共同更新

100.0 155合計

7.111７ その他業務

29.0 45６ 資機材融通等

27.743５ 水質検査業務

13.521４ 運転管理業務

11.618３ 巡視点検業務

5.8 9２ 管路管理業務

5.28１ 営業業務

比率(%)回答件数内容

表 共同化が図られている業務の内容
業務の共同化に関する市町村等の意向

5.9%

18.1%

12.5%

9.5%

46.7%

7.3%

1

2

3

4

5

6

1　既に業務の共同化を実施しているが、今後も積極的に検討、実施したいと考えている
2　積極的に検討し、効果があれば業務の共同化を実施してみたいと考えている
3　業務の共同化の実現は難しいと考えており、検討するつもりはない
4　現状に問題が無いので検討する必要はない
5　特に考えていない
6　その他



52

水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか

○浄水場、配水池、管路の耐震状況
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※1.H15の浄水場及び配水池は箇所数、H16以降は浄水場：施設能力、配水池：容量により算出。
2.管路は導水管、送水管、配水本管の合計値。
3.H15及びH16の配水本管ではﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管すべてを耐震管として計上し、H17は高密度・熱融着継手のみ計上。

出典：水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ基礎調査（H15）、水道ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査（H16）、水道統計（H17）

管 路
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13.5 13.9
10.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

H15 H16 H17

年度

耐
震

化
率

（
％

）



53

・石綿セメント管は、耐震性が非常に低く、経年による材質劣化も著しいため、漏水事故が多発するなど、多くの問題を抱えており、
早期解消が望まれる。

・石綿セメント管の残存延長は減少傾向にあるものの、事業体により残存状況に偏りがみられ、更新ペースは近年鈍化している。
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【今後必要となる更新事業量】
石綿セメント管残存延長：約20,000 ｋ ｍ（上水道：約16,600ｋｍ、簡易水道：約 3,300ｋｍ）

水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか

○石綿セメント管の早期更新の必要性

出典：水道統計
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水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか

○浄水施設耐震化率

出典：水道統計（H17）

浄水施設耐震率（％）

＝耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能力×100

【定 義】

規 模 別 分 布 図

全上水施設のうち耐震対策の施されている浄水施設
の能力割合で、浄水施設の耐震化状況を見る。
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水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか

○配水池耐震施設率

出典：水道統計（H17）

配水池耐震施設率（％）

＝耐震対策の施されている配水池容量／全配水池容量×100

【定 義】

規 模 別 分 布 図

配水池総容量に占める耐震対策の施されている配水池総容
量（浄水池、配水池、配水塔）の割合で、配水池の耐震化状
況を見る。

【意 味】
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サンプル数

上水 1,449／1,602 分子 上水＋用水

用水 75／102 分母 上水＋用水

事業規模の違いによる
耐震対策の進捗率の差
は認められない。

東海地域において平均を
上回る傾向が見受けられ
るが耐震化率として20%
未満の都道府県が多い。
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サンプル数

上水 1,547／1,602 分子 上水＋用水

用水 89／102 分母 上水＋用水
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水道ビジョンレビュー
２．水道の現況と将来の見通し
（２）いつでも使えるように供給されているか

○基幹管路の耐震化率

出典：水道統計（H17）

規 模 別 分 布 図 都 道 府 県 別 指 標 値

ほぼ全ての都道府県に
おいて基幹管路の耐震
化率は30%以下となって

いる。

基幹管路の耐震化率（％）

＝耐震管延長／基幹管路総延長×100

【定 義】

導・送・配水本管の耐震化の進捗状況を表しており、地震災
害に対する水道システムの安全性、危機対応性を示す。

【意 味】
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事業規模の大きな事業者
が相対的に耐震化率が高
くなっている。


